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生駒市障がい者交通費助成事業について 

 

目的：障がい者及び難病患者の生活範囲の拡大と社会参加の促進及び経済的負担の軽減

を図る 

 

対象者：身体障害者手帳１・２級・療育手帳所持者 

    精神障害者保健福祉手帳を所持する自立支援医療受給者 

    指定難病・小児慢性特定疾患患者  

 

内容：１万円相当額の生きいきクーポン券 

   【２８年度からの主な変更点】 

    ・スルッとＫＡＮＳＡＩ⇒回数券 

    ・利用期限無⇒年度内（２月末まで）    

    ・社会参加のための利用メニュー（スポーツ施設、コミュニティ・文化施設・

駅前市営駐車場）（新設） 

    ・訪問理美容（新設） 

    ・介護用品自宅宅配（新設） 

    ・シルバー人材センターの家事援助（新設） 

    ・コミュニティバス「たけまる号」（新設） 

 

市民アンケート結果より： 

  問３６あなたは、クーポン券がどのような目的で利用できればよいと思いますか。 

  回答（重複回答 3つまで） 

     電車（回数券）    74.8%    

     バス乗車券      39.6% 

     タクシー券      37.3% 

     市営駐車場      16.0% 

     介護用品の購入    12.4% 

     スポーツ施設の利用  10.5% 

     その他        5.0% 

      （主な内容） 

ＩＣＯＫＡカードなど交通系ＩＣカードへのチャージ 6件   

      スーパー・コンビ二など買い物に使える 6件 

      ガソリン料金・駐輪場      

      デイサービス・ヘルパーの支払い・介護サービス・ストマ用具購入 

      市内レストランでの食事                等 

 




